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令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 
１　趣　旨 

指定管理者制度を導入している施設について、令和７年度の管理運営状況を報告する。 

 
２　導入対象施設の状況 

 

 導入時期 施　設　数　等

 平成１７年度 ２施設（広島県健康福祉センター等）

 平成１８年度 ３施設（広島県立障害者リハビリテーションセンター等）

 平成２７年度 １施設（広島県立広島がん高精度放射線治療センター）

 平成２８年度 １施設（広島県聴覚障害者センター）

 施設名
広島県健康福祉センター

広島県立広島がん高精度 
放射線治療センター

 1 所 在 地 広島市南区皆実町 広島市東区二葉の里

 
2 施設・設備

研修室、会議室、駐車場等 
※行政財産使用許可として、事務所利用等で関係団体

が入居している部分を除く。

リニアック治療室、診察室、治療計画室、
患者待合スペース等

 3 指定管理者 （公財）広島県地域保健医療推進機構 （一社）広島県医師会

 
4 指定管理期間

R3.4.1～R8.3.31 
（７期目）

R6.4.1～R11.3.31 
（３期目）

 5 利用状況 
(対前年度比、対目標値）

研修室等利用者数　50,519人 
（110.6％、58.8％）

新規患者数 518人 
（100.0％、83.1％）

 6 利用者ニーズの 
把握

アンケートを実施（貸し会議室利用団体） 
入居団体意見交換会を実施

利用者を対象に満足度調査を実施

 7 令和7年度収支状況 376千円 △8,033千円

 
8 県委託料

R7 31,277千円 44,719千円
 R6 32,284千円 7,482千円

 

9 主な取組

・がん検診、禁煙等の啓発や情報提供、健
康レシピや各種パンフレット等の利用者
への配付など、エントランスホールを活用
し、利用者への情報提供等サービス向上に
努めた。 
・利用申し込みのオンライン化によって利
用者の利便性向上や管理効率化に努める
とともに、ホームページ等で積極的に案内
し利用促進を図った。 
・建物の維持修繕、予防修繕を実施した。

・各医療機関からの紹介患者に高精度放
射線治療を実施した。紹介元の医療機関、
治療を受けた患者からも高い評価と信頼
を得た。 
・ホームページのアクセス解析等からニ
ーズに沿った情報公開を行い、認知度の
向上に努めた。 
・「ＨＩＰＲＡＣ外来」を引き続き実施し
た。

 

10 指定管理者 
による評価

・利用者からのアンケート等により、サー
ビス向上につながる意見に積極的に耳を
傾け運用方法等を改善できた。 
・利用促進のため、施設の認知度やイメー
ジ向上につながる施策を講じた。

・放射線治療を必要とするがん患者に対
して、迅速かつ丁寧に、安全で質の高い
治療を提供した。

 

11県による評価

・アンケート結果を基に判明した改善点に
対して、積極的な対応が行われている。 
・利用促進にも取り組んでおり、新たな利
用者を取り入れるための工夫が実施され
ている。

・患者に対し、質の高い放射線治療を安
全に提供できており、施設の目的に沿っ
た運営が行われている。 
・引き続き、４基幹病院以外の病院も含
め、施設の認知度向上やセンターの優位
性のPR等を行い、高精度放射線治療件数
をより増やしていく必要がある。

令和８年６月26日 
課　名　健康福祉局健康福祉総務課 
担当者　課長　藤田 
内　線　3020

健康福祉局 
資　　　料 No.1 
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項目

 

 施設名 広島県立総合 
　リハビリテーションセンター

広島県立福山若草園 広島県立松陽寮

 1 所 在 地 東広島市西条町 福山市水呑町 東広島市八本松町

 

2 施設・設備

医療センター（病院）、若草園（医療

型障害児入所施設、障害福祉サービス

（療養介護））、若草療育園（医療型障

害児入所施設、障害福祉サービス（療

養介護））、わかば療育園（医療型障害

児入所施設、障害福祉サービス（療養

介護））、児童発達支援センター（在宅

障害児（者）支援センター）、あけぼ

の（障害者支援施設）、スポーツ交流

センター（身体障害者福祉センターA

型）

福山若草育成園（児童発達支

援センター） 
福山若草療育園（医療型障害 
児入所施設、障害福祉サービ 
ス（療養介護））

松陽寮(障害者支援施設)

 3 指定管理者 （社福）広島県福祉事業団 （社福）広島県福祉事業団 （社福）広島県福祉事業団

 4 指定管理 
期　　間

H28.4.1～R8.3.31 
（３期目）

H28.4.1～R8.3.31 
（３期目）

H28.4.1～R8.3.31 
（３期目）

 

5 利用状況 
(対前年度比，対目標値）

入場者数160,241 人 
（105.0％、102.2％） 
医療センター：96,223人 
若草園：入所36人 
若草療育園：入所53人 
わかば療育園：入所52人 
児童発達支援C：通所5人 
あけぼの：入所22人，日中25人 
スポーツ交流センター：63,825人

入所者数54人 
（101.9％、100.0％） 
通所者数19人 
（118.8％、95.0％）

入所者数 132 人 
(96.4％、89.2％)

 6 利用者ニーズ 
の把握

利用者の満足度調査を実施
・利用者・家族面談を実施 
・意見箱を設置

・保護者アンケートを実施 
・意見箱を設置

 7 令和7年度収支状況 2,621千円 40,694千円 59,646千円

 
8 県委託料

R7 213,204千円 10,600千円 5,713千円

 R6 216,505千円 7,359千円 7,035千円

 

9 主な取組

・利用者の方に治療・リハビリ・

社会復帰までの一貫した支援サ

ービスの提供を行った。 
・多様化する障害児（者）の医

療・福祉のニーズに対応するた

めに、診療・訓練及び処遇体制

の充実・強化を図った。

・総合リハビリテーションセ

ンターと連携し、外来診療を

実施した。 
・発達障害を対象とした土曜

外来を月１回実施するととも

に、同日に理学療法訓練も実

施した。

・利用者一人ひとりの障害特

性とニーズに応じた質の高い

サービスの提供に努めた。 
・近隣の小学校で福祉体験や

講演会を実施し、障害福祉の

普及啓発に努めた。

 

10 指定管理者　

   による評価

・地域医療、地域福祉への貢献を

目指すため、外来・各部署が連携

を強化し、医療サービスの提供

及び各部署の病床稼働率向上に

努めた。また、業務の効率化によ

る、収支の適正化を図った。 
・昨年度から引き続き、光熱費

等を含む物価高騰もあり、管理

運営面において厳しい状況であ

った。

・診療機能の拡充や医療スタ

ッフの充実により、利用者の

サービス向上に努めた。

・協力医療機関や嘱託医の確

保し、総合リハビリテーショ

ンセンターとの連携を継続す

ることで、安定した医療体制

を構築した。

 

11 県による 
評　　価

・県立社会福祉施設として、地

域の医療福祉の中核的役割を果

たし、また、組織の連携強化を図

り、中長期な視点を持ってサー

ビス向上に努めている。 
・今後も業務の効率化等を図り、

収支の改善に努める必要がある。

・利用者ニーズに応え、機能

拡充及びサービス向上に努め

ており、適切な施設運営がな

されている。

・利用者ニーズに応じた支援

や地域における基盤づくりの

推進に積極的に取り組んでい

る。 
・総合リハビリテーションセ

ンターをはじめとした医療機

関と連携を行い、適切な施設

運営がなされている。
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３　個別の管理運営状況 
別紙のとおり

 施設名
広島県立視覚障害者情報センター 広島県聴覚障害者センター

 1 所 在 地 広島市東区戸坂千足 広島市南区皆実町

 

2 施設・設備
閲覧室、録音室、点字作業室、発送室、 
対面朗読室、書庫、会議室、相談室、 
事務室

ビデオ等製作室、試写室、研修室兼会議室、
交流スペース、情報提供スペース、相談室、
多目的室、運営事務室等

 
3 指定管理者 （社福）広島県視覚障害者団体連合会 （一社）広島聴覚障害者協会

 
4 指定管理期間

R3.4.1～R8.3.31 
（５期目）

R3.4.1～R8.3.31 
（２期目）

 
5 利用状況 
(対前年度比，対目標値）

貸出図書数 13,130件 
（95.2%、－）

利用者数 17,980人 
（139.7％、119.9％）

 
6 利用者ニーズ 
の把握

センターだよりやＨＰに満足度調査票を
掲載し、電話やメールなどで回答を収集

施設に設置した意見箱によりニーズ把握

 7 令和7年度収支状
況

0千円 0千円

 
8 県委託料

R7 40,428千円 28,326千円

 R6 35,498千円 26,985千円

 

9 主な取組

・点字図書・録音図書・電子書籍の製作
を行った。 
・ＳＤカードやＵＳＢメモリによる図書
の貸出を行っており、利用促進・利便性
向上のため、一回の貸出数上限を10タイ
トルから15タイトルに改めた。 
・利用者同士の交流や、社会参加のきっ
かけとして、コンサート等のイベントを
実施した。

・ホームページへの掲載やフェイスブック
投稿等を日常的に更新し、きこえない・き
こえにくい人に対する必要な情報の提供
を実施した。 
・パソコン講習会や生活訓練等、きこえな
い・きこえにくい人向けのイベントを実施
するほか、意思疎通支援者の養成事業及び
派遣事業の実施により、きこえない・きこ
えにくい人の社会参加を促進した。 
・字幕、手話付き録画物の製作に関わるボ
ランティアの養成のため、字幕（映像編集）
体験会を実施した。

 

10 指定管理者 
による評価

・利用者の意見等を反映した図書の提供
や、センター製作書籍の充実を図るとと
もに、点訳・朗読奉仕員の育成指導によ
る、サービスの向上に努め、地域のボラ
ンティアのサポートを実施した。 
・各種事業の計画的な推進を図り、適切
な施設運営に努めた。

・きこえない・きこえにくい人の社会参加
と自立した生活が可能となるよう、合理的
配慮の提供に努めるとともに、施設及び業
務の品質向上に取り組んだ。 
・毎月会議を実施することで、職員同士の
連携を図り、事業計画に沿った業務の遂行
に努めた。

 

11県による評価

・ボランティアの育成指導に加え、イベ
ント開催にも積極的に取り組むなど、視
覚障害者福祉に尽力している。 
・事業収支は概ね計画どおりで、適切な
施設運営が行われている。

・事業計画に基づき、適切に施設の管理運
営が行われている。 
・今後も適宜、業務内容を見直し、聴覚障
害者のバリアフリーの推進や利用者増に
取り組む必要がある。 
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令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
健康福祉総務課  

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 施 　 設 　 名 広島県健康福祉センター

 所 　 在 　 地 広島市南区皆実町一丁目６－２９

 設 置 目 的 県民の健康づくり及び明るい長寿社会づくりの推進を図る。

 
施 設 ・ 設 備

研修室、会議室、駐車場等 
※行政財産使用許可として、事務所利用等で関係団体が入居している部分を除く。

 

指 定 管 理 者

7 期目 R 3.4.1～R 8.3.31 (公財)広島県地域保健医療推進機構

 6 期目 H28.4.1～R 3.3.31 (公財)広島県地域保健医療推進機構

 5 期目 H26.4.1～H28.3.31 (公財)広島県地域保健医療推進機構

 
4 期目 H24.4.1～H26.3.31

(財)広島県地域保健医療推進機構 
※H25.4.1 公益財団法人へ移行

 
3 期目 H23.4.1～H24.3.31

(財)広島県健康福祉センター 
※H23.7.1 (財)広島県地域保健医療推進機構へ改組

 2 期目 H20.4.1～H23.3.31 (財)広島県健康福祉センター

 1 期目 H17.4.1～H20.3.31 (財)広島県健康福祉センター

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]
研修室等 
利用者数

対前年度増減
対目標値増減 
（達成率）

 

7 期

R7 85,900 人 50,519 人 4,853 人 △35,381 人（ 58.8％）

 R6 85,900 人 45,666 人 △4,489 人  △40,234 人（ 53.2％）

 R5 85,900 人 50,155 人 7,798 人 △35,745人（ 58.4％）

 R4 85,900 人 42,357 人 5,503 人 △43,543人（ 49.3％）

 R3 85,000 人 36,854 人 △6,929 人 △48,146人（ 43.4％）

 

6 期

R2 90,000 人 43,783 人 △42,761 人 △46,217人（ 48.6％）

 R1 90,000 人 86,544 人 644 人 △3,456人（ 96.2％）

 H30 90,000 人 85,900 人 △4,492 人 △4,100人（ 95.4％）

 H29 80,200 人 　 90,392 人 10,246 人 10,192人（112.7％）

 H28 78,000 人 80,146 人 4,247 人 2,146人（102.8％）

 
5 期

H27 78,000 人 75,899 人 △3,089 人 △2,101人（ 97.3％）

 H26 78,000 人 78,988 人 533 人 988人（101.3％）

 
4 期

H25 76,000 人 78,455 人 1,827 人 2,455人（103.2％）

 H24 75,000 人 76,628 人 △16,768 人 1,628人（102.2％）

 3 期 H23 87,357 人 93,396 人 △48 人 6,039人（106.9％）

 2 期平均 H20～H22 86,789 人 93,444 人 △13 人 6,655人（107.7％）

 1 期平均 H17～H19 71,409 人 93,457 人 6,438 人 22,048人（130.9％）

 H16（導入前）  － 87,019 人  － －

 

増減 
理由

前年度の空調更新工事に伴う貸会議室の利用停止が解消され今年度は通常通り貸出可能となっ
たことによる増加。
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３　利用者ニーズの把握と対応 

 

４　県の業務点検等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 
アンケートの実施（貸会議室利用団体）

利用件数：1151 件 
（うち 26 件　　重複回答あり）

 入居団体意見交換会（７月・３月） 入居団体：10 団体

 【主な意見】 【その対応状況】

 １階のロビーが他の階の廊下と比べて寒

い。 
暖房をもう少し強くしてほしい。

設定温度を 23℃から 25℃へ上げた。

 
雨天時の利便性を考慮し、屋根付きの

駐輪場スペースも追加出来たら幸いで

す。

駐輪スペース周辺の敷地が狭小であり、屋根の支

柱を立てるための有効幅員が確保できないため、即

時の改善は困難だが、将来的な配置見直しの際に

は、頂いたご意見を参考にする。

 貸会議室のマイクやプロジェクターに

ついて、会議室の利用前後は毎回確認を

していただきたいと思います。 
マイクについて、電池が原因などの場

合は、こちらで入れ替え対応できます

が、マイクそのものに問題がある場合又

はマイクのケーブル等に不具合がある場

合は困ります。 
備品の買い替えは、予算的に難しいか

と思いますが、検討していただければと

思います。

前後の会議予約が連続している場合や、スケジュ

ールの都合上、毎回利用前に点検を行うことは現実

的に困難な状況である。利用後の点検をルール化

し、徹底して行うよう運用を変更し、 その際、マ

イク等の動作確認も併せて行い、断線や本体の故障

の早期発見に努める。 
 
備品の買い替えについては、現時点では予算の都

合上即時の対応はいたしかねるが、今回のご意見を

真摯に受け止め、次期予算での検討課題とする。

 　上記の要望以外に、料金が安く利用しやすい。備品の貸出が無料なので良い。など、好意的な

意見が多くあった。

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 〇 事業報告書、収支実績書

 月報 〇 施設利用状況

 日報（必要随時） — 緊急連絡を要する事例の発生なし

 

管理運営会議（２回・現地）

【特記事項等】 
・指定管理者主催の会議に出席し、業務の実施状況等を確認 
・現地調査実施（令和８年４月） 

【指定管理者の意見】 
・事業実施計画書に基づき、適切に実施 

【県の対応】 
　・適切に管理運営が実施されていることを確認　

 
現地調査（令和８年４月に実施）
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５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県委

託料 
（決算額）

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 
（決算額）

年度 金額 対前年度増減

 

7 期

R7 31,277 △1,007

7 期

R7 19,357 3,579

 R6 32,284 2,506 R6 15,778 △1,595

 R5 29,778 △1,694 R5 17,373 1,705

 R4 31,472 3,432 R4 15,668 1,011

 R3 28,040 △57,676 R3 14,657 1,800

 

6 期

R2 85,716 52,416

6 期

R2 12,857 △5,067

 R1 33,300 200 R1 17,924 △340

 H30 33,100 0 H30 18,264 654

 H29 33,100 0 H29 17,610 1,208

 H28 33,100 △60 H28 16,402 719

 
5 期

H27 33,160 0
5 期

H27 15,683 749

 H26 33,160 185 H26 14,934 824

 
4 期

H25 32,975 0
4 期

H25 14,110 △173

 H24 32,975 △85,061 H24 14,283 △445

 3 期 H23 118,036 △1,716 3 期 H23 14,728 1,559

 2 期平均 H20～H22 119,752 △3,930 2 期平均 H20～H22 13,169 483

 1 期平均 H17～H19 123,682 △66,721 1 期平均 H17～H19 12,686 2,643

 H16（導入前） 190,403 ― H16（導入前） 10,043 ―
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６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：千円） 

 
　※　自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 項 　目 R7 決算額 R6 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 31,277 32,284 △1,007
昨年度空調設備更新工事に伴う減収

分の補填があったため

 

料金収入 19,357 15,778 3,579

前年度の空調更新工事に伴う貸会議

室の利用停止が解消され今年度は通

常通り貸出可能となったことによる

増

 
その他収入 1,270 814 456

 
計(Ａ) 51,904 48,876 3,028

 

支 
 

出

人 件 費 11,790 10,085 1,705 職員給与費等の増

 
光熱水費 14,356 11,554 2,802

前年度の空調更新工事に伴うガス使

用停止の反動

 
設備等保守点検費 8,154 8,097 57

 
清掃・警備費等 8,950 5,414 3,536

下水道使用料減免制度の申請に伴う
委託料の増

 
施設維持修繕費 3,762 3,974 △212

 
事務局費 4,516 3,483 1,033

LED 照明へ切り替えに伴う消耗品費
の増

 
その他 0 0 0

 
計(Ｂ) 51,528 42,607 8,921

 
収支①(Ａ-Ｂ) 376 6,269 △5,893

 
自 
主 
事 
業 

（※）

収　入(Ｃ) 0 0 0

 
支　出(Ｄ) 0 0 0

 
収支②(Ｃ-Ｄ) 0 0 0

 
合計収支（①+②） 376 6,269 △5,893
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７　管理運営状況 
 

項目

指定管理者 

（事業計画、主な取組、新たな取組な

ど）

県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 

 
○業務の実施に 
よる、県民サ 
ービスの向上 

 
 
 
 
 
 
 
○業務の実施に 
よる、施設の 
利用促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○施設の維持管 
理

福祉・保健関係団体に対する早期予約
受付を実施し、利用の促進を行った。 
 
 

エントランスホールでは、がん検診・
禁煙等の啓発や情報提供を実施。入居団
体と連携し健康レシピや各種チラシ・パ
ンフレット等の利用者への配布や入居
団体の啓発普及活動に有効活用した。 

令和３年度より実施の障害者施設の
訪問販売は２ヵ月に１回ペースで継続
しており、障害者の就労支援への理解の
普及に貢献した。 
 

貸出備品の一部更新、また小規模会議
室にディスプレイモニターを設置する
ことで、高画質・省電力及び操作性の向
上を図った。 
　令和5年度より利用申し込み方法をメ
ール及び FAX に加え、グーグルフォーム
からも可能にしている。利用者の利便性
向上だけでなく、管理の効率化及びコス
ト削減・ペーパーレス化による環境面へ
の配慮にも寄与していることかがわか
ったため、ホームページ等で積極的に案
内することで、引き続き利用促進を図
る。 
 

建物機能の維持に必要な修繕や予防
修繕等を実施。また県と連携し、大規模
修繕を施行し、設備の維持管理に努め
た。

　施設の有効利用や施設利用者の確保に
努めている。 
 
 
　施設設置目的に沿った活動の実施によ
り、利用者の施設利用促進に努めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
　サービスの向上が図られ、利用者のニー
ズに沿った管理体制の構築が行われてい
る。また、オンライン申し込みによる利便
性向上が図られている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　定期点検を踏まえ、修繕箇所の把握と対
応を実施。修繕計画を立て、計画的に維持
管理に努めている。

 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎

○組織体制の見 
直し 

 
 
 
○効率的な業務 
運営 

 
 
 
 
○収支の適正

受付担当、庶務担当を常時配置し、総
務課職員のバックアップ体制を維持し
ながらサービスの質の向上を目指して
職員一丸となって運営に努めた。 
 
こまめな消灯を職員・入居団体にも依

頼するとともに管理者の立場でも実施
した。利用状況・日中の寒暖差に応じた
空調の設定などにより光熱水費を縮減
した。 
 
省エネ・環境改善を図るため。安定器

劣化の都度、照明の LED 化を進めた。

　組織全体でサービス向上につながる運
営体制を構築できるよう努めている。 
 
 
 
　利用状況に応じ、無理なく省エネ推進し
ており、経費削減に努めている。 
 
 
 
 
　長期的な視点で組織を運営することが
できている。

 

総　括

利用者からのご意見やアンケート等
により、改善できる点やサービス向上
につながる提案については積極的に耳
を傾け運用方法等を改善した。 
また、施設の認知度やイメージの向

上につながる広報施策を講じ、利用促
進を図った。

　アンケートから分かった改善に対し
て積極的に取り組むことができた。 
　利用促進にも取り組んでおり、新たな
利用者を取り入れるための工夫がなさ
れている。
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８　今後の方向性（課題と対応） 
 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和８年度)

○　引き続き入居する福祉関連団体との
連携を図るため、入居団体との意見交
換会を（年２回）実施し、入居団体の意
見を運営に反映し、福祉保健の拠点と
しての役割を果たす。 

 
○　コロナ禍前に利用回数の多かった団　

体に対して、利用を促すとともに、予
約方法のオンライン化など利用者の利
便性向上に取り組み、利用者数の回復
に努める。 

 
○　広島県就労振興センター等と連携し　

て実施した障害者施設の昼食（調理パ
ン等）訪問販売について、令和８年度
も引き続き継続実施するため、近隣へ
の掲示や SNS での拡散を行うことでさ
らなる周知を図り、当施設の認知とイ
メージアップにつなげる。 

 
○　利用者の利便性の確保及び施設の安

定的な運用を図るため、定期的に点検
を行い、小規模修繕については指定管
理者として迅速に行うとともに、大規
模修繕については、県と連携し、緊急
性の高い箇所から実施していく。

○　引き続き、入居団体との連携に対し
て、必要な協力等を行う。 

 
 
 
 
○　指定管理者と連携し、利用状況の分析
を行うとともに、効果的な広報を実施す
ることで利用者数の増加に努める。 

 
 
 
○　健康福祉センターで実施するイベン
トの広報活動を積極的に行い、認知度向
上と施設利用者数増加に努める。 

 
 
 
 
 
○　点検により発見された修繕箇所への
対応を協力して進めていき、利用者ニー
ズに沿った施設運用が図られるよう努
める。

 

中期的な対応

設置から 30 年以上が経過し、高額な修
繕の必要性が増えてくることから、県と
緊密に連携し計画的な修繕実施等により
利用環境の維持整備に努める。

　利用状況や利用者のニーズ等を踏まえ、
施設の老朽化に対して修繕計画に基づき
必要な修繕を行い、利用環境の向上に努め
る。
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令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
健康づくり推進課  

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況 

 

３　利用者ニーズの把握と対応 

 

４　県の業務点検等の状況 

 

 施 　 設 　 名 広島県立広島がん高精度放射線治療センター

 所 　 在 　 地 広島市東区二葉の里三丁目２番２号

 設 置 目 的 がんの治療水準の向上を図るため、がん患者に対して放射線による治療を提供する。

 施 設 ・ 設 備 リニアック治療室、診察室、治療計画室、患者待合スペース等

 
指 定 管 理 者

３期目 R6.4.1～R11.3.31 （一社）広島県医師会

 ２期目 H31.4.1～R6.3.31 （一社）広島県医師会

 １期目 H27.10.1～H31.3.3 （一社）広島県医師会

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]
入場者数 対前年度増減

対目標値増減 
（達成率）

 
３期

R7 623 人 518 人 0 人 △105（83.1％）

 R6 709 人 518 人 △148 人 △191（73.1％）

 ２期平均 H31～R5 677 人 666 人 145 人 △11 人（98.4％）

 １期平均 H27～H30 588 人 521 人 － △67 人（88.6％）

 （導入前） － － －

 
増減 
理由

ここ数年の間に近隣基幹病院で最新の放射線治療装置の導入が進んだことにより、新規紹介患

者数は減少傾向にあり、昨年と同数になったと考えられる。加えて、一部の基幹病院において受

診患者数自体が減少したこともあり、目標数には至らなかった。

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 センターの医療サービスに対する患者の

満足度調査を実施

センターで治療を受けた患者を対象に 10 月（10/14
～10/24）に実施（有効回答数　74 人）

 【主な意見】 【その対応状況】

 朝、正面入り口が閉まっている時に別の入

り口がわかりにくくて困りました。 
医師会館や駐車場から、センターの受付ま

での導線、特にエレベーターの位置がわか

りにくくて迷子になりました。

患者さんの導線が分かりやすくなるように、各所に

掲示している案内図を大きく、見えやすいデザイン

に刷新した。

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 〇 事業報告書

 月報 〇 治療実績等報告

 日報（必要随時） 〇 患者紹介状況報告、診療報酬請求報告

 

管理運営会議（年２回開催）

【特記事項等】 
　・４基幹病院、県、広島市、県医師会の７者で構成する運営協議会を通

常年２回ペースで開催している。 
【指定管理者の意見】 
　・運営に当たっては、県等と相談・連携しながら、丁寧に取り組む。 
【県の対応】 
　・センターは７者の連携共同事業として運営していることを踏まえ、指

定管理者と十分に意思疎通を図りながら取り組む。

 

現地調査（１２月に実施）
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５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　※1　利用料金制：公の施設の使用料について、指定管理者が直接使用料等を収入することができる制度。 
指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され、地方公共団体及び 
指定管理者の会計事務の効率化が図られる。 

　※2　自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 
 
 

 

県委

託料 
（決算額） 

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 
（決算額） 

年度 金額 対前年度増減

 

３期

R7 44,719 37,237

３期

R7 441,893 △6,055

 
R6 7,482 14 R6 447,948 △98,282

 
２期平均 H31～R5 7,468 △185,208 ２期平均 H31～R5 546,230 143,726

 
１期平均 H27～H30 192,676 － １期平均 H27～H30 402,504 －

 （導入前） － － （導入前） － －

 項 　目 R7 決算額 R6 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 44,719 7,482 37,237
物価高騰等に対応し、県が負担する管
理費用が増額されたため

 
料金収入 441,893 447,948 △6,055 利用料金制（※１）

 
その他収入 0 0 0

 
計(Ａ) 486,612 455,430 31,182

 

支 
 

出

給与費 267,032 247,165 19,867
職員の昇給及び医師の常勤化による
俸給増、R7 年県職員給与改定による
医療スタッフの支給額増

 
材料費 4,382 1,795 2,587

購入時期の変更により、診療材料の
R7 年度購入額が増えたため

 
水道光熱費 24,792 27,873 △3,081 電気及びガスの使用量減

 
消耗品費等 6,315 6,558 △243

認定等に要する更新費用が減ったた
め

 
管理委託費等 178,919 180,719 △1,800

放射線治療情報管理システムが更新
初年度につき、保守管理費用の支払い
がなかったため

 
研修研究費 4,441 3,768 673 学会等への参加増

 
修繕費 4,699 6,375 △1,676

空調機や治療機器等の修繕件数が減
少したため

 
その他 4,065 681 3,384

県が負担する管理費用負担額の増額
に伴い消費税が増えたため

 
計(Ｂ) 494,645 474,934 19,711

 
収支①(Ａ-Ｂ) △8,033 △19,504 11,471

 
自 
主 
事 
業 

（※2）

収　入(Ｃ) － － －

 
支　出(Ｄ) － － －

 
収支②(Ｃ-Ｄ) － － －

 
合計収支（①+②） △8,033 △19,504 11,471 （うち県からの交付額 8,033 千円）
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７　管理運営状況 
 

項目

指定管理者 

（事業計画、主な取組、新たな取組な

ど）

県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○業務の実施に 
よる、県民サ 
ービスの向上 

 
 
 
 
○業務の実施に 
よる、施設の 
利用促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○施設の維持管 
理　

４基幹病院とその他のがん診療連携
拠点病院と連携したネットワーク型が
んセンターとして、各医療機関からの紹
介患者に高精度放射線治療を行い、開設
以来、着実に紹介元医療機関数が増加し
ている。また、広島圏域で乳がんは約
32％、前立腺がんは約 40％の放射線治療
を行っており、通院患者の集約化ができ
ている。 

診療では医療事故は発生しておらず、
紹介元の医療機関、治療を受けた患者か
らも高い評価と信頼を得ている。 
 
平成 29 年度から開始した人材育成セ

ミナーを会場と Web の併用開催とし、放
射線治療に携わる人材の育成を積極的
に行うとともに、平成 28 年度から開始
した放射線治療技術の均てん化を目的
とした技術支援を行っている。 
 
センターのホームページについて、 

院内広報委員会においてアクセス解析
を実施し、治療に関する説明や診療実績
の更新等、内容の充実を図っている。 

さらなる連携強化を図るため、医療機
関へのセンター長訪問の積極的な実施
や、がん治療への理解を深めることを目
的に県民セミナーを開催とし、センター
の認知度向上に努めている。 

また、放射線治療のできない医療施設
へセンターの医師を派遣し、専門外来を
設置する「ＨＩＰＲＡＣ外来」を引き続
き実施した。 
 
定期的な医療安全管理委員会や感染

対策委員会の実施、施設内外の巡回、日
常の機器メンテナンス等を通じて汚損
や故障等の把握に努め、安全性と清潔さ
の維持に努めている。

安全で質の高い放射線治療を、適切な感
染対策を行ったうえで提供しており、設置
目的である県のがん医療水準の向上に貢
献できている。 
開業から 10 年半、事故なく運営できて

おり、医療スタッフ等の対応についても評
判は良く、高い信頼を得ている。 
 
 
 
 

 
 
人材育成においても、研修の開催や技術

支援の内容を拡充させるなど、放射線治療
の水準の向上に貢献している。 
 
 
 
 
新規紹介患者数は、昨年度に続き、複数

の医療機関のリニアック本格稼働の影響
等により減少に転じているが、引き続き、
ホームページ内容の充実、センター長の医
療機関訪問、県民公開セミナーの開催、チ
ラシ・ポスターの配布、「ＨＩＰＲＡＣ外
来」等、センターの認知度を上げるための
活動を積極的に行っている。 
 
 
 
 
 
 
院内委員会の開催や施設の巡回を適切

に行い、汚損等に迅速に対応しており、医
療機関にふさわしい医療安全・感染対策が
行われている。

 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎

○組織体制の見 
直し 

 
 
○効率的な業務 
運営 

 
 
 
 
○収支の適正

高度な専門性を有する医療スタッフ
を確保し、安全かつ適切な医療を提供し
ている。 
 
委託費の縮減に向けた取組や、時間外

勤務の縮減のための業務効率化、光熱水
費等の費用の節減に努めた。 
 
 
 
複数医療機関のリニアック本格稼働

により、患者数・収入ともに目標を下回
った。その中で、高精度率を高める等、
当センターの高精度放射線治療の機能
発揮に努めた。引き続き、上記の取組を
継続的に実施していく必要がある。

専門性の高い医療スタッフを確保でき
ている。 
 
 
機器の保守、管理委託料、光熱水費、診

療材料、消耗品等の経費の節減だけでな
く、人件費等の固定経費の精査をした上、
時間外勤務縮減のため業務効率化に努め
ている。 
 
患者数を踏まえたリニアック稼働数を

検討し、更なる経費節減を進めている。 
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８　今後の方向性（課題と対応） 

 

総　括

放射線治療を必要とするがん患者に
対して、迅速かつ丁寧に、安全で質の
高い治療を提供した。 
今後も、紹介患者数の増加に向けた

取組を継続するとともに、センター設
置目的のもう一つの柱である「人材育
成」や「技術支援」についても、更な
る拡充を進める。 
また、高精度放射線治療の件数の増

加に向けた取組を行う。

患者に対し、質の高い放射線治療を安
全に提供できており、施設の目的に沿っ
た運営がされている。 
引き続き、４基幹病院以外の病院も含

め、施設の認知度向上やセンターの優位
性のＰＲ等を行い、高精度放射線治療件
数をより増やしていく必要がある。

 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和８年度)

センターの行う特徴的な治療等につ
いて積極的な広報や医療関係者への働き
かけを進め、紹介患者数の増加を図る。 

 

引き続き、安全かつ質の高い医療の提
供を行う。 

 

県内外医療機関の放射線治療の品質
管理に対して、技術的な支援を行う。 

 

　人材育成に資する取組を強化する。 

引き続き、適切な目標治療患者数を設定
した上で、指定管理者と協力し、４基幹病
院だけでなく、それ以外の医療施設にもセ
ンターで行う治療について積極的にＰＲ
し、更なる患者紹介・収入確保につなげる。 
 
患者増に伴う業務過多により、医療の質

を低下させないよう業務管理を徹底する。

 

中期的な対応

着実に治療実績を集積し、適時の情報
提供のための体制を強化し、他科からの
患者紹介の増につなげる。 

 

高精度放射線治療を担う医療人材を育
成する。 

 

収支均衡を図り、安定した事業運営を
行う。

　　センターの優位性を客観的に示せる
よう、治療実績を集積し検証する。 

 
 

　不足している放射線治療に係る医療
人材の育成を推進する。 

 

　　運営費の補填を行うことがないよう
に引き続き運営コストの縮減を図る。
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令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
障害者支援課  

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況 

 施 　 設 　 名 広島県立総合リハビリテーションセンター

 所 　 在 　 地 東広島市西条町田口 295-3

 設 置 目 的 障害者に対する医療、訓練その他の更生援護を行い、その福祉の増進を図る。

 

施 設 ・ 設 備

医療センター（病院）、若草園（医療型障害児入所施設、障害福祉サービス（療養介護））、若

草療育園（医療型障害児入所施設、障害福祉サービス（療養介護））、わかば療育園（医療型

障害児入所施設、障害福祉サービス（療養介護）、児童発達支援センター（在宅障害児（者）

支援センター）、あけぼの（障害者支援施設）、スポーツ交流センター（身体障害者福祉センタ

ーA 型）

 
指 定 管 理 者

3 期目 H28.4.1～R8.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 2 期目 H23.4.1～H28.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 1 期目 H18.4.1～H23.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]
利用者数 対前年度増減

対目標値増減 
（達成率）

 

3 期

R7 156,656 人 160,241 人 7,631 人 3,585 人（102.2％）

 医療Ｃ 100,949 人 96,223 人 △2,002 人 △4,726 人（ 95.3％）

 
若草園 入所 35 人 入所 36 人 入所　 △1 人 入所　1 人（102.9％）

 若草療育園 入所 53 人 入所 53 人 　入所　 　0 人 入所　0 人（100.0％）

 わかば療育園

※
入所 52 人 入所 52 人 入所  　 0 人 入所  0 人（100.0％）

 児童発達支援

Ｃ
通所　5人 通所  5 人 通所　 　0 人 通所　0 人（100.0％）

 
あけぼの

入所 30 人 

日中 32 人

入所 22 人 

日中 25 人

入所 　△1 人 

日中 　△2 人

入所△8 人（ 73.3％） 

日中△7 人（ 78.1％）

 スポ交 55,500 人 63,825 人 9,637 人 8,325 人（115.0％）

 R6 162,800 人 152,610 人 9,998 人 △10,190 人（ 93.7％）

 R5 151,359 人 142,612 人 15,337 人 △8,747 人（ 94.2％）

 R4 138,690 人 127,275 人 15,094 人 △11,415 人（ 91.8％）

 R3 146,607 人 112,181 人 △13,282 人 △34,426 人（ 76.5％）

 R2 195,948 人 125,463 人 △59,850 人 △70,485 人（ 64.0％）

 R1 207,258 人 185,313 人 △13,888 人 △21,945 人（ 89.4％）

 H30 207,651 人 199,201 人 △8,729 人 △8,450 人（ 95.9％）

 H29 206,883 人 207,930 人 9,416 人    1,047 人（100.5％）

 H28 200,055 人 198,514 人 20,137 人 △1,541 人（ 99.2％）

 2 期平均 H23～H27 ― 178,377 人 △7,997 人 ―

 1 期平均 H18～H22 ― 186,374 人 1,137 人 ―

 H17（導入前） ― 185,237 人 ― ―
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　　※わかば療育園が令和６年２月に広島県立松陽寮から移転したことに伴い、R5 分の利用実績から計上。 

 

３　利用者ニーズの把握と対応 

 

４　県の業務点検等の状況 

 

５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　※R5 の増は、令和６年２月に、わかば療育園が総合リハビリテーションセンターに移転したことによるもの。 

 

 

 

 

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 
若草園の利用者等に満足度調査を実施 
病院部門の患者等に満足度調査を実施

対象：家族　回答 23 人 

対象：入院・外来患者　回答 201 人

 【主な意見】 【その対応状況】

 
職員の応対やプライバシーを守る配慮

について、満足しているという意見が多

かった。

アンケート結果を職員で共有したうえでサービス処遇、

接遇研修等を行い、職員の資質向上に取り組んだ。

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 〇 事業報告書、決算報告書等

 月報 〇 利用実績等

 日報（必要随時） ―

 

管理運営会議（３回）

【特記事項等】 
・会議及び現地調査を実施 

【指定管理者の意見】 
・事業計画書に基づき、適切に業務を実施 
・老朽化施設の円滑な改修等の整備が必要 

【県の対応】 
・適切に管理運営が実施されていることを確認 
・必要な整備を着実に行う

 

現地調査（５回）

 

県委

託料 

（決算額） 

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 

（決算額） 

年度 金額 対前年度増減

 

3 期

R7 213,204 △3,301

3 期

R7 4,253,434 35,552

 R6 216,505 △115,018 R6 4,217,882 256,925

 R5 331,523 84,087 R5 3,960,957 585,682

 R4 247,436 34,373 R4 3,375,275 7,677

 R3 213,063 8,976 R3 3,367,598 △58,495

 R2 204,087 △29,750 R2 3,426,093 △99,422

 R1 233,837 △26,868 R1 3,525,515 34,030

 H30 260,705 31,409 H30 3,491,485 △39,682

 H29 229,296 △2,853 H29 3,531,167 85,867

 H28 232,149 △18,300 H28 3,445,300 352,169

 2 期平均 H23～H27 250,449 △76,262 2 期平均 H23～H27 3,093,131 349,591

 1 期平均 H18～H22 326,711 △3,110,595 1 期平均 H18～H22 2,743,540 215,875

 H17（導入前） 3,437,306 ― H17（導入前） 2,527,665 ―

 増減 

理由

○医療センターの入院患者及び外来患者の減 

○スポーツ交流センターについて、一般利用者のスポーツ施設利用の増
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６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　 
※1　利用料金制：公の施設の使用料について、指定管理者が直接使用料等を収入することができる制度。 

指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され、地方公共団体及び 
　指定管理者の会計事務の効率化が図られる。 

　※2　自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 項 　目 R7 決算額 R6 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 213,204 216,505 △3,301
診断書等手数料収入の減や県有備品

購入委託費の減

 
料金収入 4,253,434 4,217,882 35,552

利用料金制（※１） 
若草療育園等の事業量増や医療機関

への物価・賃上げ支援等補助金の増

 
その他収入 616,874 155,818 461,056 県委託料の増や寄附金収入等の増

 計(Ａ) 5,083,512 4,590,205 493,307

 

支 
 

出

人 件 費 2,988,472 2,875,447 113,025
補助金を財源とした一時金支出等の

増

 
光熱水費 240,193 242,662 △2,469 電力使用契約単価の減

 
設備等保守点検費 115,491 113,302 2,189 放射線機器等医療機器保守料の増

 
清掃・警備費等 237,993 235,593 2,400 医事委託等業務委託料の増

 
施設維持修繕費 26,965 32,047 △5,082 医療機器・空調修繕費の減

 
事務局費 1,538,064 1,103,182 434,882 県委託料増による積立金の増

 
その他 0 0

 計(Ｂ) 5,147,178 4,602,233 544,945

 収支①(Ａ-Ｂ) △63,666 △12,028 △51,638

 
自 
主 
事 
業 

（※2）

収　入(Ｃ) 176,854 156,277 20,577
短期入所等の事業量増等による障

害福祉サービス事業収入の増
 

支　出(Ｄ) 110,567 109,178 1,389
補助金を財源とした一時金支出の増

等による人件費の増

 収支②(Ｃ-Ｄ) 66,287 47,099 19,188

 合計収支（①+②） 2,621 35,071 △32,450
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７　管理運営状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
項目

指定管理者 

（事業計画、主な取組、新たな取組など）
県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

 
○施設の設置目
的に沿った業
務実績 

 
○業務の実施に
よる、県民サ
ービスの向上 

 
 
○業務の実施に
よる、施設の
利用促進 

 
○施設の維持管
理　

 
利用者の方に治療・リハビリ・社会復

帰までの一貫した支援サービスの提供
を行った。 
 
広島県パラスポーツ協会と連携し、普

及啓発イベントの開催等障害者の社会
参加の促進や競技力の向上など様々な
障害者スポーツ支援を行った。 
 
多様化する障害児（者）の医療・福祉

のニーズに対応するために、診療・訓練
及び処遇体制の充実・強化を図った。 
 
各施設の修繕や機器の故障等につい

ては、随時、県と協議を行い対応した。

 
治療や診察、リハビリを行う県の中心的

医療機関として機能を発揮している。 
 
 
協会事務局をスポーツ交流センター内

に設置しており、障害者スポーツ振興に寄
与している。 
 
 
多様化する障害児（者）の医療・福祉の

ニーズに応えるべく、積極的な取組をして
いる。 
 
施設・設備の定期的な点検を行うなど、

適正に運営管理されている。

 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎

 
○組織体制の見
直し 

 
 
○効率的な業務
運営 

 
 
○収支の適正

 
外来・各部署が連携を強化し、医療サ

ービスの継続及び各病棟の病床稼働率
向上に努めた。 
 
院内物流管理システム（ＳＰＤ）の運

用により、効率的かつ適切な医療消耗備
品等の在庫管理に努めた。 
 
経営指標に係る資料を作成し、各部署

に伝達することにより、全職場における
経営意識の向上を図った。

 
組織の連携強化等により、医療サービス

及び病床稼働率の向上に努め、適正な運営
体制をとっている。 
 
院内物流管理システム（ＳＰＤ）の運用

など、業務の効率化に取り組んでいる。 
 
 
種別や機能が多岐にわたる当該施設に

おいて、各部署に経営意識の向上を図り、
全体的な取組に繋げる努力をしている。

 

総　括

 
地域医療、地域福祉への貢献を目指す

ため、外来・各部署が連携を強化し、医
療サービスの提供及び各部署の病床稼
働率向上に努め、中・長期的な視点で検
討を行っている。 

また、業務の効率化を図ることによ
り、収支の適正化を図っている。 

昨年度から引き続き、光熱費等を含む
物価高騰もあり、管理運営面において厳
しい状況であった。

 
県立社会福祉施設として、地域の医療・

福祉の中核的役割を果たし、また、組織の
連携強化を図り、中長期な視点を持ってサ
ービス向上に努めている。 

 
今後も、業務の効率化等を図り、収支が

適正な状態となるよう努めていく必要が
ある。
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８　今後の方向性（課題と対応） 

 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和８年度)

 
集患や医療・福祉人材の確保のため、

ホームページの刷新や公式インスタグ
ラムの活用など、広報活動の充実を図
る。また、職員が早期離職しない職場環
境づくりに努める。 

利用者の安全を確保しつつ、医療・福
祉サービスを提供していく。

 
利用者のニーズに対応したサービス提

供体制の整備・充実に向け、人材確保の
取組の工夫や魅力ある職場づくりの推進
等に取り組む必要がある。 

安定的な医療・福祉サービスの提供や
効率的な運営に努めつつ、県立施設とし
て果たすべき専門的・先駆的機能の更な
る発揮に努める。

 

中期的な対応

 
診療・訓練及び処遇体制の充実・強化

を図るため、人材確保に努める。 
障害者総合支援法等に沿った事業展

開及び施設運営を検討する。 
療養環境の改善、在宅障害児（者）へ

の支援機能の強化、医療体制の充実・強
化を実現していくため、各事業を積極的
に展開していく。

 
利用者ニーズ等を踏まえつつ、総合的

な施設としての機能をより効果的に発揮
するための運営体制等について検討する
必要がある。 

療養環境の改善と更なる機能強化に向
けて、施設整備を推進し、指定管理者を
はじめとする関係者との連携を深め、円
滑な事業実施に努める。
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令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
障害者支援課   

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施 　 設 　 名 広島県立福山若草園

 所 　 在 　 地 福山市水呑町三新田１丁目５３８番地

 
設 置 目 的

肢体不自由児及び重症心身障害児に対する治療及び日常生活の指導を行う等、その福祉の

増進を図る。

 
施 設 ・ 設 備

福山若草育成園（児童発達支援センター）、福山若草療育園（医療型障害児入所施設、障害

福祉サービス（療養介護））

 
指 定 管 理 者

3 期目 H28.4.1～R8.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 2 期目 H23.4.1～H28.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 1 期目 H18.4.1～H23.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]
利用者数 対前年度増減

対目標値増減 
（達成率）

 

3 期

R7
入所 54 人 
通所 20 人

入所 54 人 
通所 19 人

入所　1人 
通所　3人

入所　0 人（100.0％） 
通所△1 人（ 95.0％）

 
R6

入所 54 人 
通所 20 人

入所 53 人 
通所 16 人

入所△1人 
通所△1人

入所△1 人（ 98.1％） 
通所△4 人（ 80.0％）

 
R5

入所 55 人 
通所 20 人

入所 54 人 
通所 17 人

入所　 0 人 
通所 △3人

入所△1人（ 98.2％） 
通所△3 人（ 85.0％）

 
R4

入所 55 人 
通所 22 人

入所 54 人 
通所 20 人

入所△1 人 
通所△2人

入所△1人（ 98.2％） 
通所△2人（ 90.9％）

 
R3

入所 55 人 
通所 25 人

入所 55 人 
通所 22 人

入所  1 人 
通所△2人

入所　0人（100.0％） 
通所△3 人（ 88.0％）

 
R2

入所 54 人 
通所 25 人

入所 54 人 
通所 24 人

入所　0 人 
通所　0人

入所　0人（100.0％） 
通所△1 人（ 96.0％）

 
R1

入所 54 人 
通所 25 人

入所 54 人 
通所 24 人

入所　1 人 
通所△1人

入所　0人（100.0％） 
通所△1 人（ 96.0％）

 
H30

入所 54 人 
通所 25 人

入所 53 人 
通所 25 人

入所△1 人 
通所  3 人

入所△1 人（ 98.1％） 
通所　0 人（100.0％）

 
H29

入所 54 人 
通所 25 人

入所 54 人 
通所 22 人

入所  0 人 
通所  1 人

入所　0 人（100.0％） 
通所△3人（ 88.0％）

 
H28

入所 54 人 
通所 25 人

入所 54 人 
通所 21 人

入所　8 人 
通所△4 人

入所　0 人（100.0％） 
通所△4 人（ 84.0％）

 
2 期平均 H23～H27

入所 44 人 
通所 25 人

入所 46 人 
通所 25 人

7人 2 人（102.9％）

 
1 期平均 H18～H22

入所 44 人 
通所 20 人

入所 44 人 
通所 20 人

5人 0 人（100.0％）

 
H17（導入前） ―

入所 44 人 
通所 15 人

― ―

 
増減 
理由

○入所の施設利用者数は退所があったものの、新規入所が速やかに行えたため、昨年度よりも増

えた。 
○通所は、昨年度より契約者数は増えているが、延人数は減っている。
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３　利用者ニーズの把握と対応 

 

４　県の業務点検等の状況 

 

５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 通所利用者及び家族に対する面談を実施 通所利用者保護者 19 人

 施設内に御意見箱を設置 入所利用者の家族等

 【主な意見】 【その対応状況】

 
他施設、保育園との連携

他施設、保育所等との並行利用児について、生活面

の課題に応じて支援方法を共有し、連携して支援を

行った。

 
卒園後の生活像について

通園利用者に対して、卒業後に当園の生活介護を選

択してもらえるよう、放課後等デイサービスの利用

を促進した。

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 ○ 事業報告書、決算報告書等

 月報 ○ 利用実績等

 日報（必要随時） ―

 

管理運営会議（３回）

【特記事項等】 
・会議及び現地調査を実施 

【指定管理者の意見】 
・事業計画書に基づき、適切に業務を実施 

【県の対応】 
・適切に管理運営が実施されていることを確認 
・必要な整備を着実に行う

 
現地調査（３回）

 

県委

託料 
（決算額）

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 
（決算額）

年度 金額 対前年度増減

 

3 期

R7 10,600 3,241

3 期

R7 853,890 19,030

 R6 7,359 3,869 R6 834,860 21,837

 R5 3,490 3 R5 813,023 △3,929

 R4 3,487 △1,355 R4 816,952 659

 R3 4,842 2,041 R3 816,293 17,431

 R2 2,801 △3,223 R2 798,862 21,192

 R1 6,024 238 R1 777,670 14,563

 H30 5,786 1,260 H30 763,107 842

 H29 4,526 △1,486 H29 762,265 14,170

 H28 6,012 △16,156 H28 748,095 180,588

 2 期平均 H23～H27 22,168 △21,078 2 期平均 H23～H27 567,507 106,987

 1 期平均 H18～H22 43,246 △602,629 1 期平均 H18～H22 460,520 131,140

 H17（導入前） 645,875 ― H17（導入前） 329,380 ―
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６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 
※1　利用料金制：公の施設の使用料について、指定管理者が直接使用料等を収入することができる制度。 

指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され、地方公共団体及び 
指定管理者の会計事務の効率化が図られる。 

※2　自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 項 　目 R7 決算額 R6 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 10,600 7,359 3,241 県有備品購入委託費の増

 
料金収入 853,890 834,860 19,030

利用料金制（※1） 
入園事業量の増等

 その他収入 18,410 12,929 5,481 児童福祉収入（措置）の増

 計(Ａ) 882,900 855,148 27,752

 

支 
 

出

人 件 費 610,968 620,948 △9,980 職員数減による人件費の減

 光熱水費 29,480 30,279 △799 電力使用契約単価の減

 設備等保守点検費 29,416 28,320 1,096 システム保守料等の増

 清掃・警備費等 29,398 29,564 △166 HP リニューアル等委託料の減

 施設維持修繕費 6,064 5,685 379 空調等設備修繕費の増

 事務局費 150,969 151,101 △132 県納付金支出の減

 その他 0 0 0

 計(Ｂ) 856,295 865,897 △9,602

 収支①(Ａ-Ｂ) 26,605 △10,749 37,354

 
自 
主 
事 
業 

（※2）

収　入(Ｃ) 126,210 115,719 10,491
生活介護事業等の事業量の増によ

る障害福祉サービス事業収入の増

 支　出(Ｄ) 112,121 122,819 △10,698 職員数減による人件費の減

 収支②(Ｃ-Ｄ) 14,089 △7,100 21,189

 合計収支（①+②） 40,694 △17,849 58,543
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７　管理運営状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
項目

指定管理者 

（事業計画、主な取組、新たな取組な

ど）

県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 

 
 
○業務の実施に 
よる、県民サ 
ービスの向上 

 
 
○業務の実施に 
よる、施設の 
利用促進 

 
 
○施設の維持管 
理　

在宅障害児（者）への支援体制の強化
を図るとともに、県東部地域の療育拠点
施設として、総合リハビリテーションセ
ンターと連携し、外来診療を実施した。 
 
患者ニーズに応えるため、発達障害を

対象とした土曜外来を月１回実施する
とともに、同日に理学療法訓練も実施し
た。また、第三者評価を受審し、サービ
ス向上に向け取り組んだ。 
 
通所部門のニーズ調査を行った結果、

利用者個々での通園に変更し、園内に案
内掲示するなど、利用促進を図った。 
 
 
維持管理に必要な業務について、業者

委託により実施した。 

発達障害児（者）への支援に他の県立施
設と連携しながら積極的に取り組み、県東
部地域の療育の拠点機関としての機能を
果たしている。 
 
利用者ニーズに柔軟に対応し、障害特性

に応じたサービスの提供に積極的に取り
組んでいる。 
 

 
 
ニーズ調査を行うなど、施設の利用促進

に積極的に取り組んでいる。 
 

 
 
施設・設備の定期的な点検を行うなど、

適正に運営管理されている。

 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎

○組織体制の見 
直し 

 
 
○効率的な業務 
運営 

 
 
○収支の適正

月１回の土曜日開所及び月１回の集
団療育の実施等により、放課後等デイサ
ービス事業の充実を図った。 
 

患者情報共有化による業務の効率化
とサービス向上を図るため、資格確認シ
ステムによる連携を行った。 
 
土曜外来を継続実施し、料金収入の維

持に努めた。 

医療スタッフの増員配置により、事業の
充実を図っている。 
 
 

　環境整備等を通じ、施設の効率的な運営
とサービス向上に努めている。 
 
 
料金収入の維持に努め、安定した収支の

確保に努めている。

 

総　括

 
診療機能の拡充や医療スタッフの充

実により、利用者のサービス向上に努め
た。

 
利用者ニーズに応え、機能拡充及びサー

ビス向上に努めており、適切な施設運営が
なされている。
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８　今後の方向性（課題と対応） 
 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和８年度)

医療・福祉人材の確保に努め、一層の

利用の拡大に努める。 

入所者を常時把握し、入所待機者への

意思疎通を図るとともに、退所時には速

やかに新規入所者を受入れるための体制

を整える。 

早期療育対象児に対し、通園体験や外
来親子教室を実施し、親子支援と通園利
用の拡大を進める。 

多機能型事業所の利用定員増の検討や
放課後等デイサービスの利用促進策の検
討を行う。

利用者のニーズに対応したサービス提

供体制の整備・充実に向け、人材確保の取

組の工夫や魅力ある職場づくりの推進等

に取り組む必要がある。

 

中期的な対応

県東部における療育機関として、医

療・療育体制の向上に努める。 

超重症児等の受入整備のための人材育

成、各種事業に係るスタッフの確保と育

成を行う。 

人権に配慮した支援を基本とし、職員

研修や第三者評価を通じて職員の資質向

上とサービスの質の改善に努める。 

今後の通園部門をどのように事業展開

していくべきかを検討する。 

他の療育機関との連携・協力により、東 

部地域における発達障害児（者）への療育 

支援体制を強化する。 

障害の多様化・重度化を踏まえた県立施 

設として果たすべき専門的・先駆的機能の 

更なる発揮に努める。
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令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
障害者支援課  

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況 

 

 

 

３　利用者ニーズの把握と対応 

 

 

 

 施 　 設 　 名 広島県立松陽寮

 所 　 在 　 地 東広島市八本松町米満 198-1

 設 置 目 的 障害者に対する訓練、その他の更生援護を行う等、その福祉の増進を図る。

 施 設 ・ 設 備 松陽寮（障害者支援施設）

 
指 定 管 理 者

3 期目 H28.4.1～R8.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 2 期目 H23.4.1～H28.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 1 期目 H18.4.1～H23.3.31 （社福）広島県福祉事業団

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]
利用者数 対前年度増減

対目標値増減 
（達成率）

 

3 期

R7 148 人 132 人 △5 人 △16 人（ 89.2％）

 R6 148 人 137 人 △1 人 △11 人（ 92.6％）

 R5 148 人 138 人 　△2 人 △10 人（ 93.2％）

 

R4 198 人

190 人 

(松陽寮・わか

ば療育園） 

140 人 

（松陽寮）

4 人 △8 人（ 96.0％）

 R3 198 人 186 人 　△4 人 △12 人（ 93.9％）

 R2 198 人 190 人 　6人 △8人（ 96.0％）

 R1 198 人 184 人 　△1人 △14人（ 92.9％）

 H30 198 人  　　　185 人            △3 人 △13人（ 93.4％）

 H29 198 人  　　　188 人            　3 人 △10人（ 94.9％）

 H28 198 人 185 人 △6 人 △13人（ 93.4％）

 2 期平均 H23～H27 198 人 191 人 △7 人 △ 7人（ 96.5％）

 1 期平均 H18～H22 198 人 198 人 △2 人   0人（100.0％）

 H17（導入前） － 200 人 － －

 
増減 

理由

利用者退所後の入所調整に時間を要したため、前年度よりも減少した。 

※R4 までの実績は、わかば療育園を含む広島県立松陽寮のもの。 

※R5 以降のわかば療育園の利用実績は、総合リハビリテーションセンターに計上。

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 保護者アンケートを実施 保護者 100 人から回答

 施設内に御意見箱を設置 利用者の保護者等（意見提出 0件）

 【主な意見】 【その対応状況】

 
職員体制の充実

職員の事務負担の軽減に努め、職員増員を図ったほ

か、面談・人材育成研修等により離職防止に努めた。

 
利用者の健康管理、体力維持

健康観察の徹底と感染症の予防に努め、理学・作業療

法による機能訓練を行った。
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４　県の業務点検等の状況 

 

５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

※R5 の減は、令和６年２月に、わかば療育園が総合リハビリテーションセンターに移転したことによるもの。 

※R4 までの実績は、松陽寮及びわかば療育園を合算したもの。 

※R5 以降のわかば療育園の実績は、総合リハビリテーションセンターに計上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 〇 事業報告書、決算報告書等

 月報 〇 利用実績等

 日報（必要随時） ―

 

管理運営会議（３回）

【特記事項等】 
・会議及び現地調査を実施 

【指定管理者の意見】 
・事業計画書に基づき、適切に業務を実施 
・老朽化施設の円滑な改修等の整備が必要 

【県の対応】 
・適切に管理運営が実施されていることを確認 
・必要な整備を着実に行う

 

現地調査（５回）

 

県委

託料 

（決算額）

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 

（決算額）

年度 金額 対前年度増減

 

3 期

R7 5,713 △1,322

3 期

R7 854,105 3,190

 R6 7,035 △274 R6 850,915 37,937

 R5 7,309 △4,034 R5 812,978 △717,598

 R4 11,343 △2,610 R4 1,530,576 15,242

 R3 13,953 2,692 R3 1,515,334 7,545

 R2 11,261 2,382　 R2 1,507,789 54,470

 R1 8,879 △873　 R1 1,453,319 8,572

 H30 9,752 　△6,600 H30 1,444,747 14,542

 H29 16,352 △13,881 H29 1,430,205 △28,622

 H28 30,233 21,193 H28 1,458,827 62,155

 2 期平均 H23～H27 9,040 △76,821 2 期平均 H23～H27 1,396,672 250,390

 1 期平均 H18～H22 85,861 △1,468,570 1 期平均 H18～H22 1,146,282 298,650

 H17（導入前） 1,554,431 ― H17（導入前） 847,632 ―
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６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　 
※1　利用料金制：公の施設の使用料について、指定管理者が直接使用料等を収入することができる制度。 

指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され、地方公共団体及び 
　　　　　　　　  指定管理者の会計事務の効率化が図られる。 

※2　自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項 　目 R7 決算額 R6 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 5,713 7,035 △1,322 県備品購入委託費の減

 
料金収入 854,105 850,915 3,190

利用料金制（※１） 
人材確保等補助金の増

 
その他収入 22,322 21,924 398

広島県西部こども家庭センター東広

島支所の維持管理等に係る費用請求

の増

 
計(Ａ) 882,140 879,874 2,266

 

支 
 

出

人 件 費 530,332 518,766 11,566
補助金を財源とした一時金支出等の

増

 
光熱水費 75,080 78,081 △3,001 電力使用契約単価の減

 
設備等保守点検費 34,226 35,053 △827

建物設備保守（家庭センター負担分）

の減

 
清掃・警備費等 66,084 66,884 △800 屋外緑化業務等委託費の減

 
施設維持修繕費 8,686 7,368 1,318 備品・設備等修繕の増

 
事務局費 114,954 110,329 4,625

従事者互助会預け金差益等退職金に

係る支出等の増

 
その他 0 0 0

 
計(Ｂ) 829,362 816,481 12,881

 
収支①(Ａ-Ｂ) 52,778 63,393 △10,615

 
自 
主 
事 
業 

（※2）

収　入(Ｃ) 9,303 7,178 2,125

事業量の増に伴う増  
支　出(Ｄ) 2,435 2,155 280

 
収支②(Ｃ-Ｄ) 6,868 5,023 1,845

 
合計収支（①+②） 59,646 68,416 △8,770
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７　管理運営状況 

 

８　今後の方向性（課題と対応） 

 
項目

指定管理者 

（事業計画、主な取組、新たな取組など）
県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

○施設の設置目
的に沿った業
務実績 

 
○業務の実施に
よる、県民サ
ービスの向上 

 
○業務の実施に
よる、施設の
利用促進 

 
 
 
○施設の維持管
理　

利用者本位の支援を推進し、利用者一
人ひとりの障害特性とニーズに応じた質
の高いサービスの提供に努めた。 
 
近隣の小学校で福祉体験や講演会を実

施し、障害福祉の普及啓発に努めた。 
 
　 

利用者のニーズに対応するため、職員
のサービス処遇改善に係る研修の実施、
人権擁護委員会の構成を拡大し、利用者
虐待防止に向けた取り組み検証委員会を
開催し、虐待防止の徹底管理に努めた。 
 

施設の修繕や機器の故障等について
は、県と協議を行い対応している。

　医療従事者への臨床研修等を通じて
利用者ニーズに応じた支援に積極的に
取り組んでいる。 
 
　障害福祉の普及啓発に努めるなど、
地域における基盤づくりを推進してい
る。 
 
　利用者の満足度の向上に向け、職員
の研修受講機会を確保する等、人権感
覚の醸成や虐待防止の徹底に一層努め
ていく必要がある。 
 
 
施設・設備の定期的な点検が実施さ

れ、適正に管理・運営されている。

 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎

○組織体制の見
直し 

 
 
 
○効率的な業務
運営 

 
 
 
○収支の適正

人権擁護委員会における人権意識の向
上と人権尊重の施設運営に努めた。利用
実態に即した支援体制を確保した。 
 
 
専門性のあるサービスを提供するた

め、WEB 研修を活用するとともに施設内
研修等を行い、職員資質の向上に努めた。 
 
 

利用者のニーズに基づいたサービスを
提供する上で、自立経営に向けて、職員
一人ひとりの意識改革を基に、経営基盤
の確立に向けた取組を行った。

利用者の権利擁護を尊重した施設運
営に向けて、既存の委員会の活用等を
通じ、更なる取組の充実を図っていく
必要がある。 
 
専門性の高いサービス提供に向け

て、利用者の障害特性も踏まえつつ、職
員研修等の充実を図っていく必要があ
る。 
 
効率的な運営体制の整備や職員の意

識改革を基に、経営基盤の強化に取り
組んでいる。

 

総　括

協力医療機関及び嘱託医の確保し、総
合リハビリテーションセンターとの連携
を継続することで安定した医療体制を構
築した。

 
総合リハビリテーションセンターを

はじめとした医療機関と連携を行い、
適切な施設運営がなされている。 

 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和８年度)

今後も、職員の人材育成を強化し、早期
離職者の縮減に努める。 
 
事務量の軽減と情報の共有化を図るた

め、DX・ICT を推進し、利用者サービスの
向上に繋げる。

利用者のニーズに対応したサービス
提供体制の整備・充実に向け、人材確保
の取組の工夫や魅力ある職場づくりの
推進等に取り組む必要がある。

 

中期的な対応

安定した施設運営を行うため、入所調
整を行い、持続可能な事業を展開する。 

事務量の軽減と情報の共有化を図るた
め、ケース記録のシステム化や見守りシ
ステムの導入等を行い、利用者サービス
の向上に繋げる。 

職員の事務の負担軽減・情報共有を
図りながら、利用者サービスの向上に
取り組む必要がある。
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令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
障害者支援課  

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況 

 

３　利用者ニーズの把握と対応 

 
施 　 設 　 名 広島県立視覚障害者情報センター

 
所 　 在 　 地 広島市東区戸坂千足二丁目１－５

 
設 置 目 的

無料又は低額な料金で、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供

する。

 
施 設 ・ 設 備 閲覧室、録音室、点字作業室、発送室、対面朗読室、書庫、会議室、相談室、事務室

 

指 定 管 理 者

5 期目 R3.4.1～R8.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 
4 期目 H28.4.1～R3.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 
3 期目 H23.4.1～H28.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 
2 期目 H20.4.1～H23.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 
1 期目 H17.4.1～H20.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]

貸出図書数 
（タイトル数、雑

誌除く。）

対前年度増減
対目標値増減 
（達成率）

 

5 期

R7 ― 13,130 件 △656 件 ―

 R6 ― 13,786 件 △3,236 件 ―

 R5 ― 17,022 件 △1,881 件 ―

 R4 ― 18,903 件 △2,819 件 ―

 R3 ― 21,722 件 △341 件 ―

 4 期平均 H28～R2 ― 22,063 件 1,654 件 ―

 3 期平均 H23～H27 ― 20,409 件 1,983 件 ―

 2 期平均 H20～H22 ― 18,426 件 4,712 件 ―

 1 期平均 H17～H19 ― 13,714 件 1,308 件 ―

 H16（導入前） ― 12,406 件 ― ―

 

増減 
理由

○利用者に対する IT 促進の影響により、サピエの直接利用（ダウンロード利用）が増加し、貸

出数が減少した。 
自館個人サピエ会員数 512 名（令和 8 年 3月 31 日現在）　昨年度より 12 名増 
全国個人サピエ利用会員数 22,352 名（令和 8年 3月現在） 
全国団体サピエ利用会員数 497 名（令和 8年 3月現在）

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 センターだよりや HP に満足度調査票を

掲載し、電話やメールなどで回答を得た。
センターだより利用者（639 名）、メールアドレス登録

者(14 名)　他

 【主な意見】 【その対応状況】

 
図書・雑誌について情報提供してほしい

全国の点字図書館等製作の図書・雑誌を 50~60 タイト

ル程度をセンターだよりで紹介。また、自館製作の図

書・雑誌は Facebook でも周知を行っている。

 
便利グッズやイベントなどの情報をもっ

と知りたい

最新ＩＴ機器などの情報や、当センターだけでなく関係

機関・団体で開催されるイベント等の情報をセンターだ

よりで提供している。
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４　県の業務点検等の状況 

 

５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　※　自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 〇 事業報告書、収支決算書

 月報 〇 業務実績報告書

 日報（必要随時） 〇 施設・設備の不具合等の報告

 
管理運営会議（毎月開催）

【特記事項等】 
　・会議を 12 回開催 
　・現地調査は随時実施 
【指定管理者の意見】 
　・業務仕様書に基づき管理運営を行った。 
【県の対応】 
　・適切に管理運営が実施されていることを確認した。

 
現地調査（随時実施）

 

県委

託料 
（決算額）

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 
（決算額）

年度 金額 対前年度増減

 

5 期

R7 40,428 4,930

該当なし

 R6 35,498 224

 R5 35,274 19

 R4 35,255 982

 R3 34,273 2,052

 4 期平均 H28～R2 32,221 2,827

 3 期平均 H23～H27 29,394 51

 2 期平均 H20～H22 29,343 △15

 1 期平均 H17～H19 29,358 △1,533

 H16（導入前） 30,891 ―

 項 　目 R7 決算額 R6 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 40,428 35,498 4,930
物価高騰による委託料の増額があっ
たため

 料金収入 0 0 0

 その他収入 0 0 0

 計(Ａ) 40,428 35,498 4,930

 

支 
 

出

人 件 費 27,268 25,675 1,593 ベースアップ、アルバイト賃金支出増

 光熱水費 2,395 2,384 11

 設備等保守点検費 979 887 92

 
清掃・警備費等 1,156 1,551 △395

6 年度はレイアウト変更による業務
委託費の増があったため

 施設維持修繕費 83 194 △111 修繕工事が少なかったため

 
事務局費 8,547 4,807 3,740

事務消耗品費（机等）の増、器具備品
（パソコン、ブラインド）の増

 その他 0 0 0

 計(Ｂ) 40,428 35,498 4,930

 収支①(Ａ-Ｂ) 0 0 0

 自 
主 
事 
業 

（※）

収　入(Ｃ) － － －

 支　出(Ｄ) － － －

 収支②(Ｃ-Ｄ) － － －

 合計収支（①+②） 0 0 0
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７　管理運営状況 
 

項目
指定管理者 

（事業計画、主な取組、新たな取組な
ど）

県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○業務の実施に 
よる、県民サ 
ービスの向上 

 
 
 
○業務の実施に 
よる、施設の 
利用促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○施設の維持管　
　理

図書の貸出・提供 
利用件数は、点字図書が391タイトル、

録音図書は 12,739 タイトル。録音図書
の利用は減少したが、点字図書は前年度
に比べ 100 タイトル増加した。 

ＳＤカードやＵＳＢメモリによる貸
出も行っており、一度の郵送のやり取り
で複数の図書を貸出す事ができ、利用が
増えつつある。一回の貸出数上限を 10タ
イトルとしていたが、利用促進・利便性
向上のため 15 タイトルに改めた。 

また、デイジー図書を利用したことが
ない方に向け、図書をダウンロードした
エンヴォイコネクト（デイジー再生機簡
易版）による貸出も引き続き行った。 
 

点字図書・録音図書・電子書籍の製作 
利用者の趣向に加え、広島らしさの視

点を加えた図書選定を行い点字・録音・
テキストデイジー・マルチメディアデイ
ジー図書の製作を行った。 

また、活動中のボランティアを対象と
したスキルアップのための勉強会を開
催し、製作過程において必要な指導を行
った。 

プライベート製作は、点字化、点字シ
ール作成、音声デイジー・テキストデイ
ジー製作等、多彩なニーズに対応した。 
 
 
メディアによる広報 
・センターだより（奇数月発行） 
・ホームページ　（随時更新） 
・SNS（Facebook）による情報発信（随時） 
 
 
イベントの実施 

ICT 講習会、ピラティス、フラダンス、
パン教室、合奏団、パンフルート、コン
サート等、多数のイベントを実施した。
イベントを通して利用者同士が交流で
き、社会参加のきっかけ作りとなってい
る。 
 
交流会の実施 
　12 月利用者・ボランティア・職員合同
交流会を行った。開催地は岡山県備前
市、参加者は 37 名だった。 
 
遠足くらぶの実施 
　利用者へ外出の機会や交流の場を提
供するため、みかん狩りなど、近郊への
バス遠足を実施した。 
 
 

建物・設備の管理については、業務委
託による実施のほか、職員による日常巡
視点検を実施し、設備の不備や異常の早
期発見に取り組んだ。

情報センターにおいて、所蔵又は製作し
た図書の貸出業務のほか、視覚障害者情報
ネットワーク「サピエ」への参画を通じ、
デイジーオンラインサービスの普及など、
利用者ニーズを踏まえたサービスの提供
に努めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボランティアの技能の向上及び活動の

促進に取り組むとともに、視覚障害者に対
する情報提供の充実を図り、きめ細かなサ
ービスの充実に努めている。 
 
 
 
 
 
　利用者への積極的な広報や、様々なイベ
ントの開催を通じて、施設の利用促進に努
めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　限りのある予算の中で、効率的かつ計画
的に修繕を行っている。
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管
理
の
人
的
物
的
基
礎

○組織体制の見 
直し 

 
 
 
○効率的な業務 
運営 
 
 
 

○収支の適正

更なる運営体制の効率化と適切な施
設運営に努めていく。 
 
 
 

法人の役員、評議員や多くのボランテ
ィア等の支援のもとに、利用者のサービ
スの向上と効率的な業務運営に努めて
いる。 
 
法人の評議員会、理事会における審議

や、監事による監査指導を受けるととも
に、会計事務所と連携をとり、収支の適
正化に努めている。

今後とも運営体制の効率化と適切な施
設運営の検討が必要である。 
 
 
 
現行の組織体制の中で、ボランティアの

協力を得るなど、施設の効率的な運営に努
めており、適正な運営がなされている。 
 
 
事業収支については、概ね計画どおりで

あり、適切な運営がなされている。

 

総　括

利用者の意見等を反映した図書の提
供や、センター製作書籍の充実を図ると
ともに、点訳・音訳奉仕員の育成指導の
もとにサービスの向上に努めた。 

また、各種事業の計画的な推進を図
り、適切な施設運営に努めた。

従来からのボランティアの育成指導に
加え、イベント開催にも積極的に取り組む
など、視覚障害者福祉に尽力している。 
また、事業収支は概ね計画どおりであ

り、適切な施設運営がなされている。
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８　今後の方向性（課題と対応） 
 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和８年度)

読書バリアフリー法「基本計画」の推進 
 

公共図書館、学校図書館、大学図書館
等との連携を進め、サピエを柱とする図
書館サービスのネットワークを強化す
る。また、国立国会図書館の「視覚障害
者等用データ送信サービス」との連携を
密にして、将来的な可能性を検討する。 
 

視覚障害者のニーズに応えられるよ
う図書や雑誌の充実をはかる。 
 
視覚障害者向け図書の周知やセンタ

ー利用拡大のため、眼科医会や公共図書
館、その他関係機関との連携を深める。

関係機関との連携強化や、図書の充実
等に引き続き取り組み、利用促進を図る
必要がある。 
 

県内のより多くの視覚障害者に情報セ 
ンターのサービスが利用されるよう、積
極的な広報活動等に取り組んでいく必要
がある。 

 

中期的な対応

視覚障害者にとって、ICT 機器は必須
の日常生活ツールであり、ICT を用いた
サービスが増えていく状況において、視
覚障害者のICT利用スキルがますます必
要とされている。ICT 機器を有効に活用
できる視覚障害者に比べ、活用できない
視覚障害者は、ICT の恩恵を享受するこ
とができてない。視覚障害者間のデジタ
ルデバイドの解消を進めていくことが
強く求められており、そのための情報提
供や支援を行う。 
 
施設、設備の老朽化に伴い、恒常的に

修繕や更新が必要となっている。県担当
部署と協議し、センター機能の維持のた
め、的確に対応していく。

ICT 技術の進展や利用者ニーズ等を踏
まえ、視覚障害者に対する情報提供や支
援の充実を進めていく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
サービス提供体制の強化に向けて、情

報センターにおける機器の更新等を計画
的に進めていく必要がある。 

施設、設備の老朽化に対して必要とな
る整備を、利用状況やニーズ等を踏まえ
て検討し、利用環境の向上に努める。
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令和７年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
障害者支援課 

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況　　 

 

 

 

 

 

 

 施 　 設 　 名 広島県聴覚障害者センター

 所 　 在 　 地 広島市南区皆実町一丁目６－29

 
設 置 目 的

聴覚障害者の自立及び社会参加を促進するため、身体障害者福祉法に規定する聴覚障害 
者のための情報提供施設として設置

 
施 設 ・ 設 備

ビデオ等製作室、試写室、研修室兼会議室、交流スペース、情報提供スペース、相談室、

多目的室、運営事務室等

 
指 定 管 理 者

２期目 R3.4.1～R8.3.31 （一社）広島聴覚障害者協会

 １期目 H29.1.5～R3.3.31 （一社）広島聴覚障害者協会

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]
入場者数 対前年度増減

対目標値増減 
（達成率）

 

２期

R7 15,000 人 17,980 人 5,110 人
2,980 人 

（119.9％）

 
R6 14,000 人 12,870 人 △2,376 人

△1,130 人 
（91.9％）

 
R5 13,500 人 15,246 人 △3,133 人

1,746 人 
（112.9％）

 
R4 13,100 人 18,379 人 3,850 人

5,279 人 
（140.3％）

 
R3 12,700 人 14,529 人 3,179 人

1,829 人 
（114.4％）

 

１期

R2 12,300 人 11,350 人 △5,987 人
△950 人 

（92.3％）

 
R1 11,900 人 17,337 人 2,196 人

5,437 人 
（145.7％）

 
H30 11,500 人 15,141 人 2,518 人

3,641 人 
（131.7％）

 
H29 10,000 人 12,623 人 －

2,623 人 
（126.2％）

 
H28(※) 1,000 人  3,404 人 －

2,404 人 
（340.4％）

 
－ 2,943 人 － －

 
H27（導入前） －  2,943 人 － －

 

増減 
理由

（増減の理由） 
　令和６年度は広島県健康福祉センターの空調工事が 10 月から翌年２月まで行われたため、 
聴障センターまつりを中止した。また、手話通訳養成講座などの会議室利用が減少した。 
　これにより、入場者数が減少したが、令和７年度は例年どおりの施設利用に回復した。 
　また、東京 2025 デフリンピックの影響もあり入場者が増加した。 

※平成 29 年１月に開設したため，年間を通じた運営は平成 29 年度が初年度となる。 

平成 28 年度は１～３月分。なお，４～12 月分（指定管理導入前）の利用者数は 2,068 人。
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３　利用者ニーズの把握と対応　 

 

４　県の業務点検等の状況 

 

５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

 

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 
施設利用者へのアンケートなどによりニ

ーズ把握
来館者、利用者等

 【主な意見】 【その対応状況】

 
行事や講演会等について周知をしていた

だきたい。

センターの広報誌、ＨＰ、Facebook 等を活用し周知

するとともに、関係団体等にも協力を求め、周知を行

った。

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 ○ 事業実績報告書、収支決算書

 月報 ○ 管理運営業務実績報告書

 日報（必要随時） ―

 

管理運営会議（毎月）

【特記事項等】 
　センター職員による月例会議を県職員も参加して実施。 
【指定管理者の意見】 
　事業の進捗状況を確認し、事業計画書に基づいた管理運営を行った。 
【県の対応】 

事業実施及び管理運営状況について、適切に管理運営が実施されてい 
ることを確認した。

 

現地調査（毎月の他、随時）

 

県委 
託料 

（決算額） 

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 
（決算額） 

年度 金額 対前年度増減

 

２期

R7 28,326 1,341

該当なし

 R6 26,985 357

 R5 26,628 51

 R4 26,577 726

 R3 25,851 2,016

 

１期

R2 23,835 440

 R1 23,395 △10,108

 H30 33,503 0

 H29 33,503 －

 H28 4,871 －

 28（導入前，通年） 
27（導入前）

7,952 
4,118

－
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６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　※　自主事業：指定管理者が自らの責任で、更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 
 
 

 

 項 　目 R7 決算額 R6 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 28,326 26,985 1,341 光熱費高騰に伴う増

 
料金収入 0 0 0

 
その他収入 90 75 15

 
計(Ａ) 28,416 27,060 1,356

 

支 
 

出

人 件 費 13,639 12,291 1,348 非常勤職員給与の増

 
光熱水費 2,333 1,707 626

暖房設備の修繕終了により、例年どお
りに使用したことによる増

 
設備等保守点検費 2,164 2,158 6

 
清掃・警備費等 0 0 0

 
施設維持修繕費 0 0 0

 
事務局費 3,124 3,534 △410 消耗品費の減

 
その他 7,156 7,370 △214 相談・交流に係る経費の減

 
計(Ｂ) 28,416 27,060 1,356

 
収支①(Ａ-Ｂ) 0 0 0

 
自 
主 
事 
業 

（※）

収　入(Ｃ) 0 525 △525
（一財）日本財団電話リレーサービス
普及啓発事業の受託終了による減  

支　出(Ｄ) 0 525 △525

 
収支②(Ｃ-Ｄ) 0 0 0

 
合計収支（①+②） 0 0 0
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７　管理運営状況　　　　 

 

 
項目

指定管理者 

（事業計画，主な取組，新たな取組など）
県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○業務の実施に 
よる、県民サ 
ービスの向上 

 
 
 
○業務の実施に 
よる、施設の 
利用促進 
 

○施設の維持管 
理　 

・　ホームページへの掲載やフェイスブ
ックを日常的に更新し、きこえない
人、きこえにくい人に対する必要な情
報の提供を実施した。 

・　きこえない人、きこえにくい人に向
けたパンフレット、センターだより等
をセンター内での掲示や配布を行い、
生活面や社会参加に関する情報を提
供した。 

・　パソコン講習会や生活訓練等、きこ
えない人、きこえにくい人ときこえな
い子供向けのイベントを実施するほ
か、意思疎通支援者の養成事業及び派
遣事業の実施により、きこえない人、
きこえにくい人の社会参加を促進し
た。 

・　きこえない人、きこえにくい人や家
族からの相談について対応するとと
もに、定期的に専門家による相談日を
設け実施している。 

・　字幕(映像編集)体験会を実施し、字
幕、手話付き録画物の製作に関わるボ
ランティアの養成に計画的に取り組
んでいる。 

 
・　製作室、会議室・研修室の貸出しや

きこえない人、きこえにくい人に情報
を伝達するための機器の貸出し等に
より、県民サービスの向上を図ってい
る。 

 
・　関係団体、障害者団体及び県民に対

して、研修、交流、相談、体験会等に
施設を利用するよう広報を行った。 

 
・　定期的に施設の安全点検を実施し、

問題個所については早期に対応して
いる。

施設の設置目的に沿った業務を事業計
画に基づき、適切に実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設機能や設備を生かし、県民サービス 

の向上に取り組んでいる。 
 
 
 
 
各種イベント等を開催し、広く県民に対

しても利用促進を図る取組が行われてい
る。 
 
適切に施設が維持管理されている。 
 

 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎

○組織体制の見 
直し 

 
 
 
○効率的な業務 
運営 

 
○収支の適正 
 

・　毎朝の朝礼や月例会議で、業務量や
業務進捗状況、県との共有事項、当日
の重要事項などを、全員へ伝達し、随
時見直しを行っている。 

 
・　センター職員を効率的に配置し、適

切な施設運営に努めている。 
 
・　新たに費用が発生する場合は、他に

安価な購入方法がないか検討し、日々
の節約・節制に努めている。

施設の効率的な運営に努めており、事業
計画・収支予算に沿った運営がなされてい
る。 
 
 
 
 
 
 
 

 

総　括

・　きこえない人、きこえにくい人の社
会参加と自立した生活が可能となる
ように合理的配慮の提供に努めると
ともに、施設及び業務の品質向上に取
り組んだ。 

 
・　毎月会議や意見交換を実施すること

で、職員同士の連携や情報共有を図
り、事業計画に沿った業務の遂行に努
めた。

事業計画に基づき、適切に施設の管理運
営が行われている。 
 
今後も適宜、業務内容を見直し、聴覚障

害者のバリアフリーの推進や利用者増に
取り組む必要がある。 
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８　今後の方向性（課題と対応） 

 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和８年度)

・　きこえない人、きこえにくい人の情
報保障を充実させるため、手話通訳者
の養成研修、字幕(動画編集)研修、IT 
活用の研究、IT 機器の利用研修会等
を継続して行う。 

 
・　きこえない人、きこえにくい人への

理解と関心を深めるために、12 月の
「聴障センターまつり」等でアンケー
トを実施し、利用者の増加に努める。 

 
・　災害時のコミュニケーション手段と

して活用可能である、広島県派遣ネッ
トワーク事業や電話リレーサービス
を実施し、きこえない人、きこえにく
い人の災害時の支援に努める。

聴覚障害者のバリアフリーが推進され
るよう、定期的に情報共有と事業進捗管理
を行う。 
 
 
 
研修・講習・イベントの開催等について、

県も連携して、積極的な広報活動等に取り
組む。 
 
 
災害時等の遠隔手話通訳や電話リレー

サービスについて、県においても積極的な
周知に取り組む。 

災害時の支援についても連携して取り
組む。

 

中期的な対応

・　意思疎通支援者や字幕制作ボランテ
ィア等の人材養成を図るとともに、IT
の活用により、きこえない人、きこえ
にくい人のバリアフリーの推進を図
る。 

 
・　手話言語の国際デーや国際ろう者週

間・手話の日などを活用して、きこえ
ない人、きこえにくい人への理解と関
心を深めるための県民向け啓発活動
に取り組む。 

 
 
・　災害時等における、きこえない人、

きこえにくい人のコミュニケーショ
ン手段を確保し、意思疎通支援体制の
強化を図る。 
　また、能登半島地震を踏まえて、災
害が発生した際のきこえない人、きこ
えにくい人の安否確認や災害時に必
要な情報提供手段を検討する。

人材養成や IT 活用について、事業計画
に沿って計画的に推進されるよう、進捗状
況等を管理する。 
 

 
 
　聴覚障害者を含め、障害者の特性や意思
疎通手段に対する県民の理解を深めるた
め、「広島県手話言語条例」や「広島県障
害者による情報の取得及び利用並びに意
思疎通に係る施策の推進に関する条例」を
関係団体と連携し必要な啓発に取り組む。 
 
災害時等における聴覚障害者のコミュ

ニケーション手段確保のための体制につ
いて、継続的に検討する。 
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